
教育委員会（第２回）定例会 

令和  ８年  ２月２７日（金） 

１０時からの総合教育会議終了後 

次 第 

１ 開会 

２ 議案 

第２号議案 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の申出の臨時代理に 

ついて 

第３号議案 令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出の臨時代理について 

第４号議案 久留米市手数料条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の臨時代理 

について 

第５号議案 久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の 

臨時代理について 

第６号議案 令和８年度久留米市立高等学校教職員の人事異動について 

非公開 当日配布 

第７号議案 令和８年度久留米市立学校教職員（管理職）の人事異動内申の臨時代理 

について 非公開 当日配布 

３ 報告事項 

（１） 教育委員会後援事業等に関する報告

（２） （仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会の設置について

（３） 令和７年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について

（４） 中学校部活動の地域移行（展開）に向けた取組状況について

  ４ その他 

  ５ 今後のスケジュール 

６ 閉会 





議案２－１ 

第２号議案

令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の

申出の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

令和８年２月２７日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）について、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、特に緊急

を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委

員会教育長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米市教育委員会規

則第１２号）第３条の規定により、教育長において臨時に代理したの

で報告し、承認を求めようとするものである。  



議案２－２ 

令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の

申出の臨時代理について  

令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の申出につい

て、別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求

める。  



議案２－３ 

令和７年度教育費３月補正予算（第７号）に係る意見の

申出について  

 令和７年度教育費３月補正予算（第７号）について、別紙のとおり

市議会に提出することに同意する。  
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６
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９
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６
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２
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９
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－
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２
３
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補
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（
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額
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６
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６
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７
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７
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８
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0
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８
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９
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９
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０
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繰
越
明
許
費
補
正
（
抜
粋
）

（
追

加
）

　
３

　
中

学
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費
　
中
学
校
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設
維
持
管
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か
か
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1
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１
０
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２
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に
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5
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9
4
9

議案２－６
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Ｃ

Ｔ
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0
0

義
務

教
育

施
設

整
備

事
業

5
3
3
,
6
0
0

1
,
9
8
0
,
6
0
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0
0
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0
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目
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議案２－７



 

 

 

 



令
和
７
年
度
３
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
７
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支

出
金

地
方

債
そ

の
他

一
般

財
源

要
　
　

　
求
　

　
　
内
　
　

　
容
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額
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令
和
７
年
度
３
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
７
年
度

予
算
要
求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　

　
内
　
　
　
　
　
容

現
計
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円
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：
1
0
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2
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0
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,8
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0
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7
9

◎
小
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設
長
寿
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業

2
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1
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,3
4
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款
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1
0
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（
学
校
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設
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）
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（
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千
円

・
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3
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5
5
千
円
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業

3
1
6
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潴
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円
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円
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櫛
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8
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要
　
求
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老
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け
る
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設
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図
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。

　
国
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、
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○
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○
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付
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令
和
７
年
度
３
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料
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育
部

財
　
　
　
　
源
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訳

令
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度
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額
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債
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他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　

　
内
　
　
　
　
　
容

現
計
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

款
項
目
：
1
0
-
2
-
1

1
5
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4
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4
,7
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1
1
,1
0
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8
1

◎
小
学
校
空
調
機
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千
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0
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特
別
教
室
棟
空
調
機
更
新
（
金
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）

1
5
,9
4
9
千
円

（
学
校
施
設
課
）

要
　
求
　
事
　
項

老
朽
化
し
た
特
別
教
室
棟
の
空
調
機
を
更
新
す
る
。

　
国
の
令
和
７
年
度
補
正
予
算
を
活
用
し
、
事
業
費
の
一
部
を
前
倒
し
、
3月

補
正
予
算
に
計

上
す
る
も
の
。
な
お
、
年
度
内
の
完
了
が
見
込
め
な
い
た
め
、
併
せ
て
、
繰
越
明
許
費
を
設
定

す
る
も
の
。

学
校
空
調
機
整
備
事
業

令
和
８
年
度
予
算
前
倒
し

【
繰
越
明
許
費
】

○
工
事
請
負
費

1
5
,9
4
9
千
円

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金
（
国
）
1
/
3

学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
補
正
債
）
充
当
率
：
1
0
0
%

議案２ー資料3



令
和
７
年
度
３
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
７
年
度

予
算
要
求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　

　
内
　
　
　
　
　
容

現
計
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

款
項
目
：
1
0
-
3
-
1

1
8
2
,8
1
5

3
0
,7
3
1
1
5
1
,7
0
0

3
8
4

◎
中
学
校
維
持
管
理
事
業

1
8
2
,8
1
5
千
円

6
4
,3
4
0

（
学
校
施
設
課
）

・
城
南
中
（
教
室
内
部
改
修
）

3
1
,4
6
6
千
円

・
牟
田
山
中
（
教
室
内
部
改
修
）

2
3
,6
5
8
千
円

・
荒
木
中
（
教
室
内
部
改
修
）

6
1
,4
5
3
千
円

・
青
陵
中
（
教
室
内
部
改
修
）

3
7
,6
8
0
千
円

・
三
潴
中
（
教
室
内
部
改
修
）

2
8
,5
5
8
千
円

要
　
求
　
事
　
項

令
和
８
年
度
か
ら
導
入
予
定
の
中
学
校
35
人
学
級
に
つ
い
て
、
導
入
に
伴
う
教
室
等
内
部
改

修
を
行
う
。

　
国
の
令
和
７
年
度
補
正
予
算
を
活
用
し
、
事
業
費
の
一
部
を
前
倒
し
、
3月

補
正
予
算
に
計

上
す
る
も
の
。
な
お
、
年
度
内
の
完
了
が
見
込
め
な
い
た
め
、
併
せ
て
、
繰
越
明
許
費
を
設
定

す
る
も
の
。

施
設
維
持
管
理
事
業

【
繰
越
明
許
費
】

18
2
,8
1
5
千
円

〇
設
計
委
託
料

1
2
,7
7
8
千
円

○
監
理
委
託
料

1
1
,1
7
6
千
円

○
工
事
請
負
費

1
5
8
,8
6
1
千
円

新
規
計
上

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金
（
国
）
1
/
2
、
1
/
3

学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
補
正
債
）
充
当
率
：
1
0
0
%

議案２ー資料4



令
和
７
年
度
３
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

教
育
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
７
年
度

予
算
要
求
額

国
県

支
出

金
地

方
債

そ
の

他
一

般
財

源
要
　
　
　
　
　
求
　

　
内
　
　
　
　
　
容

現
計
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

1
,3
7
8
,8
5
2
4
5
9
,6
1
7
9
1
9
,2
0
0

3
5
◎
諏
訪
中
学
校
校
舎
改
築
事
業

1
,3
7
8
,8
5
2
千
円

6
1
4
,1
4
8

国
の
令
和
７
年
度
補
正
予
算
を
活
用
し
、
事
業
費
の
一
部
を
前
倒
し
及
び
交
付
金
の

補
助
単
価
改
定
（
特
別
加
算
）
を
踏
ま
え
、
3
月
補
正
予
算
に
計
上
す
る
も
の
。
併
せ
て

継
続
費
年
割
額
を
変
更
す
る
も
の
。

諏
訪
中
学
校
校
舎
改
築

事
業

（
学
校
施
設
課
）

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：
1
0
-
3
-
3

そ
の
他
事
業

令
和
８
年
度
予
算
前
倒
し

国
費

起
債

一
財

国
費

起
債

一
財

国
費

起
債

一
財

国
費

起
債

一
財

R
6

48
9,

35
1

11
1,

69
6

30
6,

90
0

70
,7

55
22

0,
64

8
66

,0
48

12
5,

40
0

29
,2

00
45

7,
26

1
14

4,
91

8
28

3,
10

0
29

,2
43

45
7,

26
1

14
4,

91
8

28
3,

10
0

29
,2

43

R
7

2,
63

3,
48

4
51

4,
84

9
1,

71
0,

70
0

40
7,

93
5

85
0,

76
1

23
2,

98
4

50
6,

40
0

11
1,

37
7

61
4,

14
8

15
4,

11
4

36
4,

50
0

95
,5

34
1,

99
3,

00
0

61
3,

73
1

1,
28

3,
70

0
95

,5
69

R
8

23
1,

48
5

74
,8

00
13

9,
80

0
16

,8
85

1,
95

0,
00

5
37

8,
46

2
1,

28
3,

90
0

28
7,

64
3

1,
95

0,
00

5
37

8,
46

2
1,

28
3,

90
0

28
7,

64
3

57
1,

15
3

0
42

0,
20

0
15

0,
95

3

R
9

33
2,

90
6

66
,5

98
21

9,
60

0
46

,7
08

33
2,

90
6

66
,5

98
21

9,
60

0
46

,7
08

33
2,

90
6

66
,5

98
21

9,
60

0
46

,7
08

合
計

3,
35

4,
32

0
70

1,
34

5
2,

15
7,

40
0

49
5,

57
5

3,
35

4,
32

0
74

4,
09

2
2,

13
5,

30
0

47
4,

92
8

3,
35

4,
32

0
74

4,
09

2
2,

15
1,

10
0

45
9,

12
8

3,
35

4,
32

0
82

5,
24

7
2,

20
6,

60
0

32
2,

47
3

42
,7

47
▲

 2
2,

10
0

▲
 2

0,
64

7
0

15
,8

00
▲

 1
5,

80
0

81
,1

55
55

,5
00

▲
 1

36
,6

55

R7
年
度
3月

補
正
(R
6-
9継

続
費
)

年
割
額

内
訳

R6
年
度
3月

補
正
(R
6-
9継

続
費
)

年
割
額

内
訳

年
度

当
初
(R
6-
8継

続
費
)

R6
年
度
12
月
補
正
（
R6
-9
継
続
費
）

年
割
額

内
訳

年
割
額

内
訳

年
度

R7
R8

R9

議
案
提
出
(案

)

増
額
要
因

〇
R8
,3
.1
_ｲ

ﾝﾌ
ﾚｽ
ﾗｲ

ﾄ　゙
通
知

〇
3月

議
会
_交

付
金
前
倒
し

〇
9月

議
会
_継

続
費
増
額

〇
12

月
議
会
_契

約
変
更

〇
R9
.3
.1
_ｲ
ﾝﾌ
ﾚｽ
ﾗｲ
ﾄ ゙
通
知

〇
3月

議
会
_交

付
金
前
倒
し

〇
6月

議
会
_継

続
費
増
額

〇
9月

議
会
_契

約
変
更

（
  
  
  
  
 等

）

（
ｲﾝ
ﾌﾚ
ｽﾗ
ｲﾄ
ﾞ等

）

学
校
施
設
環
境
改
善
交
付
金
（
国
）
1
/
3

学
校
教
育
施
設
等
整
備
事
業
（
補
正
債
）
充
当
率
：
1
0
0
%

議案２ー資料5



令
和
７
年
度
３
月
補
正
予
算
　
調
整
資
料

市
民
文
化
部

財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

令
和
７
年
度

予
算
要
求
額

国
県
支
出
金
地

方
債
そ

の
他
一
般
財
源

要
　
　
　
　
　
求
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
容

当
初
予
算
額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

2,
90
5

2,
90
5
◎
久
留
米
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
負
担
金
　
再
算
定
額

2
,9
0
5
千
円

9
7
,0
2
1

〇
再
算
定
後
の
久
留
米
市
負
担
額

2
,9
0
5
千
円

当
該
年
度
分
の
人
件
費
・
物
件
費
・
サ
ー
ビ
ス
費
の
変
動
分
を
加
味
し
た
後
の

久
留
米
市
負
担
額
９
９
,９
２
５
,１
５
５
円
（
再
算
定
前
：
９
７
，
０
２
０
，
６
５
５
円
）

99
,9
25
,1
55
－
97
,0
2
0
,6
5
5
＝
2
,9
0
4
,5
0
0
円
（
再
算
定
前
と
の
差
額
）

要
　
求
　
事
　
項

款
項
目
：1
0-
07
-0
2

久
留
米
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
の
管
理
運
営
経
費
は
県
と
市
で
折
半
。

（県
が
指
定
管
理
者
に
総
額
を
支
払
い
、
市
は
県
に
総
額
の
１
/
2
を
負
担
金
と
し
て

支
払
）

【県
の
指
定
管
理
料
算
定
の
考
え
方
】

※
令
和
６
年
度
見
直
し

①
毎
年
度
の
指
定
管
理
料
は
公
募
時
の
提
案
額
に
人
件
費
・
物
件
費
・
サ
ー
ビ
ス

費
の
変
動
分
を
反
映
さ
せ
て
当
初
予
算
を
編
成
。

②
さ
ら
に
、
当
該
年
度
の
変
動
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
１
２
月
ま
で
の
指
数
を
基
に

再
算
定
し
、
２
月
補
正
で
増
額
（
指
数
が
マ
イ
ナ
ス
変
動
の
場
合
は
再
算
定
な
し
）

【市
の
対
応
R
7】
※
R
7予

算
編
成
時
に
協
議

①
は
R
7以

降
対
応
。
②
は
対
応
し
な
い
。

②
対
応
し
な
い
理
由
と
し
て
「
補
正
予
算
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
間
に
合
わ
な
い
た

め
」と
県
に
回
答
(R
7.
１
)

【県
の
申
し
入
れ
】

再
算
定
の
時
期
を
１
か
月
早
め
る
の
で
、
②
に
つ
い
て
市
も
対
応
し
て
ほ
し
い
。

標
準
経
費

保
健
体
育
施
設
費

（体
育
ス
ポ
ー
ツ
課
）

議案２－資料６



議案２－資料７ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 



 

 

 

 



議案３－１ 

第３号議案

令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出の臨時代理に

ついて  

上記の議案を提出する。

令和８年２月２７日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

 令和８年度教育費暫定予算について、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、

市長から意見を求められたものであるが、特に緊急を要し教育委員会

を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委員会教育長に対す

る事務委任規則（昭和３９年久留米市教育委員会規則第１２号）第３条

の規定により、教育長において臨時に代理したので報告し、承認を求

めようとするものである。



議案３－２ 

令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出の臨時代理に

ついて  

令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出について、別紙のとお

り教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求める。  



議案３－３ 

令和８年度教育費暫定予算に係る意見の申出について

 令和８年度教育費暫定予算について、別紙のとおり市議会に提出す

ることに同意する。  



第
１
表
　
歳
入
歳
出
予
算
（
抜
粋
）

歳
出

款
項

金
額

千
円

8
,
8
3
0
,
9
1
9

１
　
教
育
総
務
費

1
,
6
4
6
,
4
1
7

２
　
小
学
校
費

1
,
7
9
0
,
0
0
2

３
　
中
学
校
費

1
,
2
8
9
,
0
3
1

４
　
特
別
支
援
学
校
費

2
2
4
,
5
3
4

５
　
高
等
学
校
費

5
7
4
,
1
7
3

６
　
社
会
教
育
費

2
,
2
2
7
,
4
5
4

７
　
保
健
体
育
費

1
,
0
7
9
,
3
0
8

１
０
　
教
育
費

議案３－４



第
２
表
　
債
務
負
担
行
為
（
抜
粋
）

事
項

期
間

限
度
額

千
円

Ｇ
Ｉ

Ｇ
Ａ

ス
ク

ー
ル

情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

及
び

端
末

運
用

保
守

業
務

委
託

料
令

和
８

年
度

か
ら

令
和

１
０

年
度

ま
で

9
8
,
9
0
0

小
学

校
水

泳
授

業
支

援
業

務
委

託
料

（
御

井
小

学
校

分
）

令
和

８
年

度
か

ら
令

和
１

０
年

度
ま

で
1
0
,
6
0
0

体
育

施
設

指
定

管
理

料
（

旧
久

留
米

・
北

野
地

域
）

令
和

９
年

度
か

ら
令

和
１

３
年

度
ま

で
指

定
管

理
料
3
1
4
,
1
0
0

千
円

を
人

件
費

変
動

等
の

事
由

に
よ

り
増

減
し

た
額

体
育

施
設

指
定

管
理

料
（

田
主

丸
地

域
）

令
和

９
年

度
か

ら
令

和
１

３
年

度
ま

で
指

定
管

理
料
1
6
5
,
3
0
0

千
円

を
人

件
費

変
動

等
の

事
由

に
よ

り
増

減
し

た
額

議案３－５



第
３
表
　
地
方
債
（
抜
粋
）

起
債
の
目
的

限
度
額

起
債
の
方
法

利
率

償
還
の
方
法

千
円

％

教
育

Ｉ
Ｃ

Ｔ
環

境
整

備
事

業
13
2,
00
0

義
務

教
育

施
設

整
備

事
業

65
8,
30
0

特
別

支
援

学
校

施
設

整
備

事
業

26
,8
00

社
会

教
育

施
設

整
備

事
業

26
2,
40
0

保
健

体
育

施
設

整
備

事
業

69
,7
00

普
通
貸
借
又
は
証
券
発
行

６
．
０
以
内

（
た
だ
し
、
利
率
見
直
し

方
式
で
借
り
入
れ
る
資
金

に
つ
い
て
、
利
率
の
見
直

し
を
行
っ
た
後
に
お
い
て

は
、
当
該
見
直
し
後
の
利

率
）

　
政
府
資
金
に
つ
い
て
は
そ
の
融

資
条
件
に
よ
り
、
銀
行
そ
の
他
の

場
合
に
は
そ
の
債
権
者
と
協
定
す

る
事
項
に
よ
る
。

　
た
だ
し
、
市
財
政
の
都
合
に
よ

り
据
置
期
間
を
短
縮
し
、
又
は
繰

上
償
還
若
し
く
は
低
利
に
借
換
え

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

議案３－６



令
和
８
年
度
予
算

教
育
部
基
本
方
針

‣
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
の
個
性
と
能
力
に
応
じ
て
社
会
的
に
自
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
「
特
色
あ
る
学
校
づ
く
り
」
「
IC
Tを
活
用
し
た
授
業
改
善
」

を
通
し
て
、
学
力
の
保
障
と
向
上
を
進
め
ま
す
。

‣
子
ど
も
の
権
利
が
尊
重
さ
れ
た
教
育
環
境
づ
く
り
を
通
し
て
「
自
分
に
は
よ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
自
尊
感
情
の
育
成
」
「
子
ど
も
の
意
見
表
明
の

機
会
の
確
保
」
「
個
性
や
多
様
性
を
認
め
合
う
学
校
づ
く
り
」
に
取
り
組
み
ま
す
。

‣
子
ど
も
の
困
り
ご
と
を
早
期
に
発
見
し
、
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
並
び
に
保
護
者
の
相
談
対
応
を
図
る
た
め
、
専
門
家
や
IC
Tを
活
用
し
た
い
じ
め

防
止
・
不
登
校
対
応
・
日
本
語
支
援
・
発
達
障
害
の
支
援
等
に
取
り
組
み
ま
す
。

‣
少
子
化
が
急
速
に
進
行
す
る
中
、
全
市
的
な
学
校
統
合
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
小
中
一
貫
教
育
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
少
子
化
に
向
き
合
っ
た
持
続
可
能
な

学
校
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。
併
せ
て
老
朽
化
し
た
学
校
施
設
の
改
修
や
改
築
に
取
り
組
み
、
安
全
安
心
な
教
育
環
境
を
整
備
し
ま
す
。

‣
教
職
員
の
働
き
方
改
革
と
研
修
等
に
よ
る
人
材
育
成
に
取
り
組
み
、
や
り
が
い
を
実
感
で
き
る
職
場
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。
特
に
、
過
度
な
要
求
等
に
対
す
る

弁
護
士
等
の
活
用
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
や
教
職
員
に
と
っ
て
安
全
安
心
な
学
校
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

基
本
方
針

背
景
・
課
題

統
合

少
子
化
に
よ
る
小
規
模

化
。
統
合
校
の
子
ど
も

と
保
護
者
の
評
価

不
登
校

増
加
の
一
方
で
、
学
校
復

帰
率
は
全
国
平
均
以
上

施
設
・
設
備

深
刻
な
老
朽
化
。
統
合

や
民
間
委
託
に
よ
る
量

的
削
減
の
進
捗

教
職
員

多
忙
化
と
厳
し
い
人
材

不
足
、
保
護
者
対
応
等

に
よ
る
負
担
の
増
大

日
本
語
支
援

必
要
と
す
る
子
ど
も
の

増
加
と
母
語
の
多
様
化

教
育
IC
T

個
別
最
適
・
協
働
的
な
学
び
を
推
進
す

る
た
め
の
学
校
・
家
庭
の
環
境
整
備

目
標

未
来
に
つ
な
が
る
教
育
の
推
進

１
学
力
の
保
障
と
向
上

２
教
育
IC
Tを
効
果
的
に
活
用
し
た
未
来
に
つ
な
が
る
学
び
の
実
施

誰
ひ
と
り
取
り
残
さ
れ
な
い
教
育
の
推
進

１
将
来
の
社
会
的
自
立
の
た
め
の
不
登
校
対
応
・
日
本
語
支
援

２
障
害
を
有
す
る
子
ど
も
へ
の
き
め
細
か
な
特
別
支
援
教
育

安
全
で
安
心
し
て
学
べ
る
教
育
環
境
づ
く
り

１
よ
り
よ
い
教
育
と
将
来
負
担
を
残
さ
な
い
た
め
の
小
学
校
統
合

２
老
朽
化
し
た
校
舎
・
設
備
等
の
計
画
的
な
整
備
と
更
新

３
子
ど
も
を
支
え
導
く
教
職
員
の
働
き
方
改
革
と
人
材
育
成

学
力

全
国
平
均
を
上
回
っ
た
小
学
校
の
維
持
向

上
。
二
極
化
が
進
む
中
学
校
の
底
上
げ

特
別
支
援
教
育

発
達
障
害
等
の
増
加
に

よ
る
支
援
ニ
ー
ズ
増
加

「 未 来 を 創 り 担 う ひ と 」 を 育 む

議案３ー資料1



(1
)市
税
の
収
納
率
向
上
に
係
る
取
組
強
化

持
続
可
能
な
賦
課
業
務
体
制
の
構
築
及
び
納
付
環
境
の
整
備
、
初
期
滞
納
対
応

(2
)振
り
仮
名
等
法
改
正
及
び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
関
連
業
務
の
安
定
運
用
へ
の
対
応

振
り
仮
名
等
法
改
正
に
伴
う
届
出
対
応
と
業
務
体
制
の
確
保

(3
)市
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
及
び
窓
口
の
混
雑
緩
和

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
さ
ら
な
る
促
進
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
運
用令
和
８
年
度
予
算

市
民
文
化
部

基
本
方
針

市
民
ニ
ー
ズ
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化

人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
の
進
展

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化

災
害
復
旧

人
生
1
0
0
年
時
代

文
化
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
立
国
実
現
へ
の
動
き

１
．
直
面
す
る
課
題

①
市
税
収
入
の
安
定
的
な
確
保
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
・
向
上

市
民
生
活
に
最
も
密
接
に
関
連
す
る
業
務
を
所
管
す
る
部
局
と
し
て
、
急
速
に
進
む
デ
ジ
タ
ル
化
に
対
応
し
つ
つ
、
社
会
経
済
状
況
や
市
民
ニ
ー
ズ
の
変
化
へ
的
確
に
対
処
す
る
。

市
民
が
地
域
に
愛
着
や
誇
り
を
感
じ
な
が
ら
鑑
賞
・
活
動
で
き
る
、
文
化
芸
術
、
ス
ポ
ー
ツ
及
び
生
涯
学
習
等
の
魅
力
あ
る
事
業
を
、
人
材
育
成
・
担
い
手
育
成
の
視
点
を
踏
ま
え

な
が
ら
戦
略
的
に
進
め
て
い
く
。

郷
土
の
歴
史
を
未
来
へ
継
承
す
る
た
め
に
、
歴
史
資
源
の
適
正
な
保
存
と
効
果
的
な
活
用
に
取
り
組
み
、
そ
の
魅
力
を
様
々
な
媒
体
を
活
用
し
て
多
方
面
に
向
け
て
発
信
し
て
い
く
。

文
化
施
設
、
生
涯
学
習
施
設
、
体
育
施
設
等
を
適
切
に
維
持
管
理
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
持
続
的
に
提
供
し
て
い
く
。

２
．
基
本
方
針

背
景

市
税
収
入
の
確
保
･市

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

市
民
の
文
化
芸
術
・
生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
活
性
化

歴
史
遺
産
の
さ
ら
な
る
活
用
・
魅
力
向
上

被
災
施
設
及
び
老
朽
化
施
設
の
対
応

(1
)生
涯
学
習
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
向
け
た
取
組

ス
ポ
ー
ツ
と
学
び
の
財
団
と
の
連
携
、
校
区
の
生
涯
学
習
活
動
支
援
、
ス
ポ
ー
ツ
機
会
の
提
供

(2
)歴
史
遺
産
の
保
存
・活
用
の
推
進

「筑
後
川
遺
産
」等
を
活
用
し
た
歴
史
遺
産
の
適
正
な
保
存
、
効
果
的
な
情
報
発
信

(3
)市
民
の
自
己
学
習
の
場
と
し
て
の
図
書
館
づ
く
り

快
適
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
た
め
の
図
書
館
運
営
、
電
子
図
書
館
の
活
用
に
よ
る
利
便
性
向
上

③
生
涯
学
習
・
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
歴
史
遺
産
の
保
存
・
活
用

(1
)魅
力
あ
る
美
術
館
・石
橋
文
化
セ
ン
タ
ー
で
の
事
業
展
開

市
美
術
館
開
館
10
周
年
、
石
橋
文
化
セ
ン
タ
ー
開
園
70
周
年
に
合
わ
せ
た
魅
力
的
な
事
業
の
実
施

(2
)シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
を
最
大
限
活
用
し
た
文
化
･活
力
の
創
造

安
心
・快
適
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
運
営
、
開
館
10
周
年
に
あ
わ
せ
た
多
様
で
話
題

性
の
あ
る
自
主
・提
携
事
業
の
開
催
に
よ
る
賑
わ
い
創
出
と
地
域
経
済
の
活
性
化

②
文
化
芸
術
活
動
の
推
進

(1
)老
朽
化
施
設
等
の
対
応

所
管
す
る
文
化
施
設
、
生
涯
学
習
施
設
、
体
育
施
設
等
に
つ
い
て
、
市
公
共
施
設
総
合
管
理
基
本

計
画
の
内
容
を
踏
ま
え
た
計
画
的
な
維
持
補
修
を
実
施

④
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理

議案３ー資料2



（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

1,646,417 2,765,932 -1,119,515 -40.5 306,429 132,000 35,250 1,172,738

1　教育委員会費 2,020 8,080 -6,060 -75.0 0 0 0 2,020

2　事務局費 1,623,449 2,717,266 -1,093,817 -40.3 306,429 132,000 35,250 1,149,770

3　教育センター費 20,948 40,586 -19,638 -48.4 0 0 0 20,948

1,790,002 3,119,066 -1,329,064 -42.6 264,348 82,500 13,482 1,429,672

1　学校管理費 1,505,715 2,299,100 -793,385 -34.5 256,927 82,500 13,482 1,152,806

2　教育振興費 283,296 816,966 -533,670 -65.3 7,421 0 0 275,875

3　学校建設費 991 3,000 -2,009 -67.0 0 0 0 991

1,289,031 2,050,781 -761,750 -37.1 5,438 575,800 3,941 703,852

1　学校管理費 518,137 878,238 -360,101 -41.0 0 155,600 3,751 358,786

2　教育振興費 180,137 557,458 -377,321 -67.7 5,438 0 190 174,509

3　学校建設費 590,757 615,085 -24,328 -4.0 0 420,200 0 170,557

224,534 366,322 -141,788 -38.7 25,362 26,800 1,326 171,046

1　学校管理費 105,944 254,063 -148,119 -58.3 1,927 2,900 1,326 99,791

2　教育振興費 86,716 112,259 -25,543 -22.8 23,435 0 0 63,281

3　学校建設費 31,874 0 31,874 0.0 0 23,900 0 7,974

574,173 1,521,835 -947,662 -62.3 769 0 4,332 569,072

1　高等学校管理費 571,464 1,503,820 -932,356 -62.0 769 0 4,332 566,363

2　教育振興費 2,709 18,015 -15,306 -85.0 0 0 0 2,709

3　学校建設費 0 0 0 0.0 0 0 0 0

2,227,454 5,079,493 -2,852,039 -56.1 38,672 262,400 58,311 1,868,071

1　社会教育総務費 1,316,778 2,623,531 -1,306,753 -49.8 38,670 199,000 37,789 1,041,319

2　生涯学習センター費 296,490 1,382,030 -1,085,540 -78.5 0 38,600 0 257,890

3　図書館費 103,334 214,686 -111,352 -51.9 0 0 647 102,687

4　教育集会所費 52,859 64,512 -11,653 -18.1 1 0 0 52,858

5　田主丸複合文化施設費 8,754 59,583 -50,829 -85.3 0 0 0 8,754

6　城島総合文化センター費 26,528 83,533 -57,005 -68.2 0 0 0 26,528

7　城島ふれあいセンター費 5,957 14,674 -8,717 -59.4 1 0 0 5,956

8　久留米シティプラザ費 416,754 636,944 -220,190 -34.6 0 24,800 19,875 372,079

1,079,308 1,283,417 -204,109 -15.9 0 69,700 5,560 1,004,048

1　保健体育総務費 68,675 191,907 -123,232 -64.2 0 0 5,560 63,115

2　体育施設費 347,975 453,400 -105,425 -23.3 0 50,400 0 297,575

3　学校給食共同調理場費 662,658 638,110 24,548 3.8 0 19,300 0 643,358

8,830,919 16,186,846 -7,355,927 -45.4 641,018 1,149,200 122,202 6,918,499

70,670,000 159,300,000 -88,630,000 -55.6 14,537,074 1,984,600 9,392,322 44,756,004

R8年度教育費　暫定予算の状況

項　　目

1　教育総務費

2　小学校費

特定財源

今年度の財源内訳

一般財源

R8暫定予算
（A）

比較

増減額（A-B）

一般会計　合計

6　社会教育費

7　保健体育費

増減率（％）

4　特別支援学校費

3　中学校費

教育費　合計

5　高等学校費

R7当初予算
（B）

議案３ー資料3



［１項　教育総務費］

２目　事務局費

○ 私立幼稚園助成 3,970 千円

・心身障害児教育費補助 1,763 千円

・運営費等補助 1,600 千円

・研修事業費補助 479 千円

○ 教育振興プラン推進事業 201 千円

○ 教科等教育研究推進事業 801 千円

○ 教育ＩＣＴ活用事業 642,941 千円

◇児童生徒用コンピュータ端末の更新 440,000 千円

◇ネットワーク型印刷環境の維持運用 99,502 千円

◇教育ＩＣＴ環境の維持運用 65,043 千円

◇教育ICTの活用支援 6,600 千円

○ 情報教育推進事業 4,631 千円

○ 学校ＩＣＴ環境整備事業 176,558 千円

○ 学校人権・同和教育事業 3,792 千円

○ 学校訪問看護支援事業 533 千円

○ 発達障害支援事業 1,679 千円

◇◇◇　　１０　款 　教　育　費　　◇◇◇

　国のＧＩＧＡスクール構想に基づき、児童生徒１人１台のコンピュータ端末とネットワーク環境を活用
し、個別最適な学びと協働的な学びを推進する。

　耐用年数が経過したコンピュータ端末について、県内自治体との共同調達により計画的に更新す
る。

学習面での教育ICTの効果的な活用を図るため、ICT支援員の配置を行う。

議案３ー資料4



○ 日本語支援サポート事業 7,258 千円

◇日本語支援サポーターの配置 4,014 千円

◇日本語初期集中講座の実施 581 千円

◇日本語学習アプリの活用 165 千円

◇日本語支援コーディネーターの配置 2,498 千円

○ 教育支援総合対策事業 3,660 千円

◇スクールロイヤー等の活用 275 千円

◇不登校対応施策推進委員会 82 千円

◇ICTを活用した学習支援 644 千円

◇フリースクール等利用児童生徒支援 225 千円

◇不登校対応研修会 51 千円

○ 教育支援教室らるご久留米運営事業 7,213 千円

○ 久留米市奨学金 16,770 千円

○ 学校保健会助成 603 千円

○ 学校給食会助成 7,337 千円

○ 子どものための働き方改革推進事業 11,250 千円

・教員業務支援員の配置 11,250 千円

【新規】　小中連携・小中一貫教育推進事業 2,306 千円

◇（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会 126 千円

◇複式学級対応非常勤講師の配置 2,180 千円

　外国にルーツを持つなど日本語教育に支援が必要な児童生徒に、学習内容の理解等のためのサ
ポーターを配置するとともに、初歩的な日本語の習得やコミュニケーションの支援を行う。

　挨拶や緊急時の表現、学校生活でのやり取りなど、初歩的な日本語の習得をめざして、長期休業
を利用した日本語初期集中講座を実施する。

　児童生徒一人ひとりの状況に応じた日本語学習アプリを活用し、日本語の習得を図る。

　日本語教育を必要とする学校への指導・支援や児童生徒を対象とした日本語講座等の企画運営
を行う日本語支援コーディネーターを配置する。

　児童生徒が安心して学ぶ教育環境づくりを進めるために、いじめなどの様々な課題への対応に関し
て、専門家等の知見を活かした教育相談体制の充実を図る。不登校関係者や専門家の意見を踏まえ
ながら、不登校児童生徒の将来の社会的自立をめざした施策を展開するとともに、ICTを活用した学習
支援等を行う。

学校問題に対して弁護士等の専門家を活用し、相談・課題対応を行う。

　久留米市不登校対応方針に基づき、効果的に取組を進めるため、不登校関係者等による委員会
を開催する。

不登校児童生徒を対象に、自宅等からオンラインで学習やコミュニケーションができるICT環境を
運用するとともに、支援を行うサポーターを配置する。

　保護者負担の軽減を図るため、フリースクール等の利用開始に要する費用の一部を助成する。

　教職員等の不登校に関する理解や対応スキルの向上を図るため、不登校関係者等による職員研
修を行う。

　学校・保護者・地域等で構成する（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会において、久留米市で
初めてとなる義務教育学校の設置に向けた協議を行う。
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○ 旧三井中央高等学校施設管理事業 50,790 千円

◇福岡県退職手当組合精算金 18,000 千円

◇施設維持管理等 32,790 千円

３目　教育センター費

○ 教職員研修事業 10,397 千円

○ 教育活動支援事業 72 千円

○ 教育課題研究事業 113 千円

［２項　小学校費］

１目　学校管理費

○ 小学校ICT環境整備事業 43,266 千円

○ 小学校図書館図書整備事業 11,033 千円

○ 小学校外国語指導助手活用事業 44,699 千円

○ 小学校統合事業 8,747 千円

◇江上・青木・城島小学校統合関連【新規】 7,037 千円
・江上・青木・城島小学校統合準備協議会 136千円
・城島小学校施設改修等 6,391千円
・交流事業の実施 510千円

○ 小学校スクールバス運行等事業 37,505 千円

・善導寺小学校スクールバス運行事業【新規】 9,471 千円

○ 小学校施設維持管理事業 16,295 千円

○ 小学校施設長寿命化事業 88,723 千円

◇校舎外壁改修事業（宮ノ陣・田主丸小） 7,190 千円

◇屋内運動場外壁改修事業（山川小） 2,473 千円

◇校舎防水改修事業（高良内・大善寺・田主丸小） 29,612 千円

◇校舎便所改修事業（合川・大善寺小） 8,191 千円

◇LED改修事業（長門石・御井・宮ノ陣・田主丸小） 41,257 千円

○ 小学校給食実施事業 622,152 千円

○ 小学校給食室環境維持推進事業 4,766 千円

　久留米市外三市町高等学校組合の解散に伴い、久留米市が事務承継団体としての事務を行う。

　令和９年４月の江上小学校、青木小学校と城島小学校の円滑な統合に向け、児童の安全安心な学
校生活を実現するための取組を実施する。

　学校施設の長寿命化を図るため、施設の改修を計画的に実施する。
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【新規】　小学校給食費負担軽減事業 250,380 千円

◇学校給食費負担軽減事業補助金 250,380 千円

２目　教育振興費

○ 就学援助費 26,047 千円

○ 小学校図書活動推進事業 66,936 千円

○ 小学校事務支援事業 28,283 千円

○ 小学校人権・同和教育事業 368 千円

○ 小学校指導書等購入事業 103 千円

○ 小学校通級指導教室事業 14,881 千円

○ 小学校スクールカウンセラー活用事業 2,540 千円

○ 小学校特別支援教育支援員活用事業 54,339 千円

○ 小学校医療的ケア対応事業 8,101 千円

○ 小学校コミュニティ・スクール推進事業 8,071 千円

○ 小学校くるめ学力アップ推進事業 10,016 千円

◇くるめチャレンジCBTプログラムの実施 8,782 千円

○ 小学校不登校対応推進事業 11,155 千円

○ 小学校水泳授業民間プール活用事業 40,333 千円

◇水泳授業支援業務委託（１２校) 40,333 千円

３目　学校建設費

○ 小学校施設の整備・充実 991 千円

［３項　中学校費］

１目　学校管理費

○ 中学校ICT環境整備事業 18,347 千円

○ 中学校図書館図書整備事業 3,366 千円

　学校給食費の抜本的な負担軽減のための国県の交付金を活用し、給食費の負担軽減を行う。（特別
支援学校小学部も同様に実施）

　基礎的・基本的な学習内容の習得や学習習慣の定着、学習意欲の向上を図るため、ICTを活用した
テストとフォロー学習を一体的に行う学力向上プログラムを実施する。（中学校も同様に実施）

　安全安心な水泳授業の実施、児童の泳力向上、教職員の負担軽減等を図るため、民間プールを活
用した授業を計画的に進める。
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○ 中学校外国語指導助手活用事業 44,699 千円

○ 中学校施設維持管理事業 15,581 千円

○ 中学校施設長寿命化事業 175,458 千円

◇校舎外壁改修事業（城南・良山・青陵中） 8,955 千円

◇屋内運動場外壁改修事業（田主丸中） 2,825 千円

◇校舎防水改修事業（城南・良山中） 17,895 千円

◇屋内運動場防水改修事業（田主丸・三潴中） 55,500 千円

◇屋内運動場屋根改修事業（青陵中） 14,228 千円

◇LED改修事業（櫛原・青陵・高牟礼中） 76,055 千円

○ 中学校給食実施事業 32,059 千円

○ 中学校給食室環境維持推進事業 1,644 千円

○ 中学校給食費負担軽減事業 39,024 千円

◇学校給食費負担軽減事業補助金 39,024 千円

２目　教育振興費

○ 就学援助費 58,654 千円

○ 中学校図書活動推進事業 26,229 千円

○ 中学校事務支援事業 13,763 千円

○ 中学校区人権教育・啓発推進事業 1,650 千円

○ 中学校人権・同和教育事業 105 千円

○ 中学校指導書等購入事業 2,386 千円

○ 中学校部活動活性化事業 19,176 千円

○ 中学校通級指導教室事業 3,183 千円

○ 中学校スクールカウンセラー活用事業 2,457 千円

○ 中学校特別支援教育支援員活用事業 12,626 千円

○ 生徒指導充実事業 7,087 千円

○ 未来の地域リーダー育成プログラム事業 378 千円

○ 中学校医療的ケア対応事業 2,983 千円

○ 中学校コミュニティ・スクール推進事業 2,907 千円

○ 中学校くるめ学力アップ推進事業 8,217 千円

・くるめマスターCBTプログラムの実施 7,590 千円

　学校施設の長寿命化を図るため、施設の改修を計画的に実施する。

　物価高騰に対応した家計支援を図るための国の交付金を活用し、給食費の一部（増額改定分）につ
いて助成を行う。（特別支援学校中学部・高等部も同様に実施）
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○ 中学校不登校対応推進事業 13,592 千円

３目　学校建設費

○ 中学校施設の整備・充実 78 千円

○ 諏訪中学校校舎改築事業（令和６年度～９年度 継続費 3,354,320千円） 590,679 千円

［４項　特別支援学校費］

１目　学校管理費

○ 特別支援学校教職員研修事業 443 千円

○ 特別支援学校ICT環境整備事業 3,127 千円

○ 特別支援学校図書館図書整備事業 1,117 千円

○ 特別支援学校施設維持管理事業 7,605 千円

○ 特別支援学校空調機整備事業 3,168 千円

○ 特別支援学校スク－ルバス運行事業 36,069 千円

○ 特別支援学校給食実施事業 29,032 千円

○ 特別支援学校給食費負担軽減事業 2,987 千円

・小学部給食費負担軽減事業【新規】 1,826 千円

２目　教育振興費

○ 就学援助費 172 千円

○ 特別支援学校図書活動推進事業 1,547 千円

○ 特別支援学校事務支援事業 737 千円

○ 特別支援教育進路指導事業 2,477 千円

○ 特別支援学校スクールカウンセラー活用事業 128 千円

○ 特別支援学校医療的ケア対応事業 70,254 千円

３目　学校建設費

【新規】　特別支援学校校舎増築事業 31,874 千円

◇校舎増築設計・調査委託等 31,874 千円

　久留米特別支援学校の教室不足を解消するため、校舎の増築等を行う。
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［５項　高等学校費］

１目　高等学校管理費

○ 高等学校施設維持管理事業 6,875 千円

○ 高等学校ICT環境整備事業 5,296 千円

○ 高等学校情報教育推進事業 12,753 千円

○ 高等学校ＤＸ加速化推進事業 769 千円

２目　教育振興費

○ 高等学校スクールカウンセラー活用事業 454 千円

［６項　社会教育費］

１目　社会教育総務費

○ 地域生涯学習振興事業 26,142 千円

・青少年学校外活動支援事業費助成 2,588 千円

・校区生涯学習振興事業費助成 5,612 千円

○ 社会教育団体支援事業 5,614 千円

・少年団体助成 1,221 千円

・女性団体助成 852 千円

・ＬＬネットコアくるめ助成 3,363 千円

○ 体験活動推進事業 950 千円

・少年の翼事業助成 747 千円

・わくわく遊友体験事業助成 203 千円

【新規】　（公財）久留米市スポーツと学びの財団助成 37,493 千円

○ 社会人権・同和教育事業 6,566 千円

○ PTA連合会助成 1,045 千円

○ 文化施設維持補修事業 1,155 千円
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○ 個性を生かす文化事業 225 千円

・石橋正二郎名誉市民顕彰事業費補助金 225 千円

○ 市民文化振興体制の充実事業 84,046 千円

◇（公財）久留米文化振興会助成 81,546 千円

・石橋文化センター開園７０周年事業【新規】 637千円

○ 音楽によるまちづくり推進事業 4,610 千円

○ 美術館事業 253,774 千円

・美術館指定管理料 229,480 千円

・美術品購入費 20,000 千円

・美術振興基金積立金 2,955 千円

○ 文化創造事業 21,558 千円

・多様で上質な鑑賞事業 12,741 千円

・普及啓発事業 1,350 千円

○ 人材育成・市民文化活動支援事業 5,958 千円

・市民文化活動助成事業 4,978 千円

〇　こどもの文化芸術体験事業 8,768 千円

◇こどもの鑑賞体験事業（久留米シティプラザ活用事業） 1,035 千円

◇こどもの鑑賞体験事業（石橋文化センター活用事業）【新規】 2,500 千円

◇学校への芸術家等派遣事業 4,425 千円

◇(仮称)青木繁記念高校生美術公募展補助金【新規】 808 千円

○ 共同ホール解体・跡地整備事業 223,300 千円

◇解体工事 213,404 千円

○ 歴史遺産活用事業 1,420 千円

　石橋文化ホールでの様々な演奏家によるコンサート開催や、園内のバラなど植栽管理を行う。また、
石橋文化センターの開園７０周年を記念して、文化センターの歴史を振り返る事業等を実施する。

　将来の文化芸術の担い手を育成するため、こどもたちが文化芸術を鑑賞・体験するための取組を
充実させ、文化芸術活動に取り組む若者を応援する。

　令和６年３月末に閉館した共同ホールの解体工事等を行う。
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○ 筑後国府跡歴史公園整備事業 19,397 千円

◇整備基本設計測量業務委託【新規】 7,460 千円

○ 史跡等環境整備活用事業 8,673 千円

○ 発掘調査事業 55,358 千円

○ 埋蔵文化財センター事業 1,412 千円

○ 文化財保護団体等育成事業 789 千円

○ 坂本繁二郎生家活用事業 41 千円

○ 歴史資料保存活用事業 4,256 千円

○ 有馬記念館活用事業 4,974 千円

２目　生涯学習センター費

○ 生涯学習センターの管理運営 236,600 千円

○ 生涯学習センター附帯施設の管理運営 11,185 千円

○ 生涯学習センター活用事業 1,687 千円

○ 生涯学習センター維持補修事業 47,018 千円

・えーるピア久留米体育館特定天井改修 32,181 千円

・えーるピア久留米高圧受変電設備修繕 6,502 千円

３目　図書館費

○ 図書館運営費 85,485 千円

○ 図書資料整備充実事業 14,734 千円

○ 図書館福祉サービスボランティア活動促進事業 549 千円

○ 子どもの読書環境整備事業 623 千円

○ 図書館維持補修事業 787 千円

〇　電子図書館運用事業 1,056 千円

４目　教育集会所費

○ 教育集会所整備事業 343 千円

　史跡の適正な保存・整備を推進し、歴史公園を具体化するための測量・基本設計を行う。
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５目　田主丸複合文化施設費

○ そよ風ホール費 8,474 千円

○ 田主丸地域文化芸術振興事業 280 千円

６目　城島総合文化センター費

○ 城島総合文化センターの管理運営 25,872 千円

○ インガットホール活用事業 656 千円

７目　城島ふれあいセンター費

○ 城島ふれあいセンターの管理運営 5,957 千円

８目　久留米シティプラザ費

○ 久留米シティプラザ施設管理費 395,645 千円

・施設管理費 367,403 千円

・舞台施設運営費 28,242 千円

○ 久留米シティプラザ魅力向上・発信事業 1,309 千円

・広報宣伝活動費 1,309 千円

○ 久留米シティプラザ提携事業チケット等販売負担金 19,800 千円

［７項　保健体育費］

１目　保健体育総務費

○ スポーツ交流推進事業 1,388 千円

・久留米市スポーツ少年団 950 千円

○ ＭＩＣＥ誘致推進事業 6,296 千円

・紫灘旗全国高校遠的弓道大会 1,200 千円

・久留米国際女子テニス大会 3,000 千円

○ スポーツ推進委員養成事業 1,821 千円

【新規】　（公財）久留米市スポーツと学びの財団スポーツ事業費助成 20,613 千円
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○ 市民スポーツ推進事業 3,672 千円

・ジュニアアスリート発掘・支援 3,274 千円

・スポーツ機会の提供・充実 25 千円

・連携協定等にかかるスポーツイベント開催 273 千円

○ 保健体育総務費 5,474 千円

・学校体育施設開放管理委託 3,013 千円

２目　体育施設費

○ 保健体育施設費 335,428 千円

・体育施設指定管理料 159,121 千円

・久留米市民温水プール指定管理料 52,633 千円

・久留米市民温水プール特定天井改修工事設計業務委託 15,569 千円

・久留米総合スポーツセンター管理運営負担金 50,310 千円

○ 体育施設維持補修事業 12,547 千円

・久留米市野球場夜間照明設備更新設計業務委託 3,737 千円

・みづま総合体育館特定天井改修工事設計業務委託 8,810 千円

３目　学校給食共同調理場費

○ 学校給食共同調理場の運営 662,658 千円

・中央学校給食共同調理場 559,310 千円

・田主丸学校給食共同調理場 103,348 千円

議案３ー資料14



議案３－資料１５ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 



 

 

 

 



議案４－１ 

 

第４号議案  

 

久留米市手数料条例の一部を改正する条例に係る意見の申出

の臨時代理について  

 

上記の議案を提出する。  

令和８年２月２７日  

教育長  井  上  謙  介  

 

提案理由  

久留米市手数料条例の一部を改正する条例について、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規

定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、特に緊急を要し

教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委員会教育

長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米市教育委員会規則第１２号）

第３条の規定により、教育長において臨時に代理したので報告し、承認

を求めようとするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 



議案４－２ 

 

久留米市手数料条例の一部を改正する条例に係る意見の申出の

臨時代理について  

 

久留米市手数料条例の一部を改正する条例に 係る意見の申出につい

て、別紙のとおり教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求め

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案４－３ 

 

久留米市手数料条例の一部を改正する条例に係る意見の申出に

ついて  

 

久留米市手数料条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり市

議会に提出することに同意する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案４－４ 

 

第   号議案  

 

   久留米市手数料条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

  令和８年   月   日  

    久留米市長  原  口  新  五  

 

提案理由  

 久留米市外三市町高等学校組合の解散による事務の承継に伴い三井中

央高等学校に係る証明手数料を定めるとともに、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の改正に伴う用語の整

理を行うため、条例の一部を改正しようとするものである。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案４－５ 

 

「１件につき  ２００円」を               に改める。  

久留米市手数料条例の一部を改正する条例  

 

第１条  久留米市手数料条例（平成１２年久留米市条例第９号）の一部

を次のように改正する。  

別表第１２中「基づく」を「よる」に改め、同表 (75)の項中「医薬

品医療機器等法施行令第３条の薬局製造販売医薬品」を「医薬品医療

機器等法第２条第１７項第３号に規定する医薬品」に改め、同表 (84)

の項中「第１４条第１５項」を「第１４条第１３項」に改める。  

別表第１５ (6)の項中「市立高等学校」を「市立高等学校等」に、  

             「 (1) 市立高等学校に係る  

                証明  １件につき  ２０  

                 ０円  

               (2) 旧組合立三井中央高   

                等学校に係る証明  １件  

                につき  ４００円    」  

第２条  久留米市手数料条例の一部を次のように改正する。  

別表第１２ (84)の項中「第１４条第１３項」を「第１４条第１４項」

に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  

 (1) 第１条の規定（別表第１５ (6)の項の改正規定に限る。）  令和  

８年４月１日  

(2) 第１条の規定（別表第１２ (84)の項の改正規定に限る。）令和  

８年５月１日  

 (3) 第２条の規定  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第３７

号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日  





議案４－資料１ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（昭和三十一年六月三十日） 

（法律第百六十二号） 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他

特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合

においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 

 

 

   ○久留米市教育委員会教育長に対する事務委任規則 

昭和39年12月15日 

久留米市教育委員会規則第12号 

(臨時代理) 

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは前条各号に掲げる事務を臨時に代理することが

できる。 

2 前項の規定により臨時に代理したときは、委員会にこれを報告し承認をうけなければな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



議案５－１ 

第５号議案

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見

の申出の臨時代理について  

上記の議案を提出する。

令和８年２月２７日

教育長  井  上 謙 介

提案理由

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例について、地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定に基づき、市長から意見を求められたものであるが、特に緊急

を要し教育委員会を開催する時間的余裕がないため、久留米市教育委員

会教育長に対する事務委任規則（昭和３９年久留米市教育委員会規則第

１２号）第３条の規定により、教育長において臨時に代理したので報告

し、承認を求めようとするものである。  



議案５－２ 

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の

申出の臨時代理について  

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例について、別紙のと

おり教育長により臨時に代理したので報告し、承認を求める。  



議案５－３ 

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例に係る意見の

申出について  

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例について、別紙のと

おり市議会に提出することに同意する。  



議案５－４ 

第   号議案

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

  令和８年   月   日

久留米市長  原 口 新 五

提案理由

 久留米市立江上小学校及び青木小学校を久留米市立城島小学校に統合

することに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。  



議案５－５ 

久留米市立小学校設置条例の一部を改正する条例

 久留米市立小学校設置条例（昭和３９年久留米市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。  

第２条の表中

「

〃   城島小学校 〃   城島町城島３２０番地

〃   江上小学校 〃   城島町江上３３１番地

〃   青木小学校 〃   城島町上青木８２５番地

」

を

「

〃   城島小学校 〃   城島町城島３２０番地

」

に改める。

 附  則  

この条例は、令和９年４月１日から施行する。
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※区分の★は新規に申請があったもの

№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

1 令和8年5月17日　10：00～15：00 グリーンフェスティバル２０２６
グリーンフェスティバル実行
委員会

福岡県緑化センター 後援 田主丸事務所

2 令和8年1月24日13：00～16：00
第48回久留米市人権・同和教育
研究集会　第20回久留米市社
会・人権同和教育研究集会

久留米市人権・同和教育研
究協議会

久留米シティプラザ・石橋
文化会館・野中生涯学習セ
ンター・教育会館・え～るピ
ア久留米

後援 学校教育課

3 令和8年3月11日、14日、15日　10:00～12:00
子どもにも教えたくなる年金とお
金の勉強会

一般社団法人　日本ライフサ
ステナビリティ会

石橋文化会館会議室B 後援 学校教育課

4 令和8年2月1日10:00～15:00
第38回青少年ミュージックフェス
ティバル

浮羽ライオンズクラブ
うきは市文化会館(白壁
ホール）

後援 学校教育課

5 令和8年2月21日10:00～17:00 キッズフリマ NPO法人キッズフリマ タマホームスタジアム筑後 後援★ 学校教育課

6
令和8年1月24日,31日・2月11日,21日,28日
令和8年3月7日,14日,28日18:30～19:30
令和8年3月20日18:00～19:00

激闘！ドリドリ団～奪われし天使
の涙～

株式会社ミライメイク オンライン（zoom） 後援★ 学校教育課

7 令和8年3月29日13:30～16:00 春の音楽会
音楽集団「Eオケ」実行委員
会

後援★ 学校教育課

8 令和8年3月21日～令和8年3月22日 English　Camp2026　SPRING 一般社団法人子ども基地局
福岡県立社会教育総合セ
ンター

後援 生涯学習推進課

9 令和8年3月7日　13:30～16:30
こどもの「体験格差」を考える～
久留米エリア・こどもの文化体験
の現状から見えてくること～

特定非営利活動法人舞台
アート工房・劇列車

石橋文化会館・小ホール 後援 生涯学習推進課

10

①令和8年2月21日　10：00～12：00
②令和8年2月21日14：00～16：00
③令和8年2月25日　10：00～11：30
④令和8年2月26日　18：30～20：30

講座＆ワークショップ「7か国語で
話そう。」

ヒッポファミリークラブ西日本
久留米シティプラザ　スタジ
オ1・2

後援 生涯学習推進課

11
令和8年2月21日～3月31日　開園時間9：00
～17：00　※ライトアップ時は20：30まで

春の花まつり2026
公益財団法人久留米文化振
興会

石橋文化センター園内各
所（久留米市野中町1015）

後援 生涯学習推進課

12
令和8年3月14日、3月22日、4月5日、4月18
日、4月26日　　9：00～15：00

ハレルーヤ自由研究 NPO法人くるぶら

筑後北部交流センター、三
潴校区コミュニティセン
ター、弥生が丘まちづくり推
進センター、みやき町こす
もす館、おりなす八女研修
棟

後援 生涯学習推進課

13 令和8年2月11日　14：00～16：00
ロングライフ・コール第10回記念
演奏会～昭和100年　本間四郎
先生　生誕95周年記念～

ロングライフ・コール
えーるピア久留米視聴覚
ホール

後援 生涯学習推進課

14 令和8年2月11日　11：00～15：00
3.11東日本大震災チャリティーラ
イブ

リメンバー3.11実行委員会 西鉄久留米駅東口広場 後援★ 生涯学習推進課

15

①事前研修：令和8年3月1日　9：00～12：00
本研修：令和8年3月20日　8：30～22日　17：
00
②事前研修：令和8年4月26日　9：00～12：00
本研修：令和8年5月2日　8：30～5日　17：00

春のイングリッシュキャンプ2026 こども冒険企画

①事前研修：Zoom　本研
修：佐賀県北山少年自然
の家（佐賀県佐賀市富士
町大字関屋514-2)　②事前
研修：Zoom 本研修：国立
夜須高原青少年自然の家
（福岡県朝倉郡筑前町三
箇山1103）

後援 生涯学習推進課

16 令和8年3月22日　14：30～16：30

サザンクス筑後　こどものえんげきひろば
第68回公演ファンタジー＆コメディミュー
ジカルあしたへの音～Hope Fot
Tomorrow　星の歌を取り戻せ～（筑後市
未来奨励賞受賞記念公演）

公益財団法人筑後市文化振
興公社

サザンクス筑後小ホール 後援★ 生涯学習推進課

教育委員会後援事業等に関する報告

報告１－1



№ 日時 事業名 主催者名 場所 区分 担当課

17 令和8年3月22日　14：00～16：00
久留米信愛中学校・高等学校女
声合唱団　第31回定期演奏会

久留米信愛中学校・高等学
校女声合唱団

石橋文化ホール 後援 生涯学習推進課

18 令和8年3月24日～4月5日　13日間 チューリップまつり2026
公益財団法人久留米文化振
興会

石橋文化センター園内 後援 生涯学習推進課

19 令和8年3月26日　10:00～16：00
理系を検討する女子のための地
域企業見学会inダイハツ工業
（株）九州開発センター

久留米工業大学
ダイハツ工業（株）九州開
発センターおよび久留米工
業大学

後援 生涯学習推進課

20 令和8年3月8日　10：00～15：00
第47回久留米市ボランティアフェ
スティバル

第47回久留米市ボランティア
フェスティバル実行委員会

久留米市総合福祉セン
ター・久留米市総合福祉会
館

後援 生涯学習推進課

21 令和8年3月14日　11：00～12：00 0歳からのキッズコンサート
公益財団法人久留米文化振
興会

石橋文化ホール 後援 生涯学習推進課

22 令和8年4月12日　開場13：30　開演14：00
吹奏楽団ゆうすい　第13回定期
演奏会

吹奏楽団ゆうすい 石橋文化ホール 後援 生涯学習推進課

報告１－2



報告２－１ 

（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会の設置について 

 令和７年１１月の定例教育委員会議において、「山本小学校・草野小学校・善導寺小学

校・大橋小学校の統合による屏水中学校区の義務教育学校新設基本計画」が決定されま

した。 

また、同年１２月開催の市議会において、「久留米市立義務教育学校設置条例」が議決

され、屏水中学校区に本市で初めてとなる義務教育学校の設置が正式に決定されたとこ

ろです。 

今回、「（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会（以下「新設準備委員会」という。）」

を設置し、義務教育学校の設置に向け、保護者や地域の皆様と協議調整を行っていきま

す。 

１ 新設準備委員会の概要 

(1) 委員構成 ※参考：委員名簿

保護者代表・地域代表・校長・教育委員会

(2) 所掌事務

以下の事項について協議又は確認する。

① 学校施設の基本構想等に関すること

② 校名等に関すること

③ 令和 9 年度に設置を予定している（仮称）屏水義務教育学校開校準備協議会で

の協議事項等に関すること 

④ その他、義務教育学校新設に向けて必要な事項に関すること。

２ 第１回新設準備委員会の開催と「新設準備委員会ニュース」の発行 

 令和８年２月１７日に、第１回の新設準備委員会を開催し、福岡教育大学の伊藤克治

教授に「義務教育学校で育てる子どもの資質・能力について」と題し、ご講演いただき

ました。 

今後、「新設準備委員会ニュース」等を発行し、新設準備委員会での協議内容などにつ

いて、保護者や地域の皆様へ周知してまいります。 

２月定例教育委員会資料 

令和８年２月２７日 

教 育 部 総 務 
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【参考】（仮称）屏水義務教育学校新設準備委員会 委員名簿 

令和８年１月１日現在【敬称略】  

氏   名  所   属 

深山 和義 山本校区振興会 

弥永 洋明 山本校区振興会 

奥田 直美 山本小学校 PTA 

今村 和淳 山本小学校 PTA 

宮﨑 律志 草野校区まちづくり振興会 

秋永 剛 草野校区まちづくり振興会 

小野 正裕 草野小学校 PTA 

中村 日登美 草野小学校 PTA  

森永 繁幸 善導寺コミュニティ振興会 

前田 真弓 善導寺コミュニティ振興会 

園田 康晴 善導寺小学校 PTA 

阿世賀 繁寿 善導寺小学校 PTA 

荒木 正宣 大橋校区まちづくり委員会 

古賀 英司 大橋校区まちづくり委員会 

馬田 寿顕 大橋小学校 PTA 

渡邉 裕子 大橋小学校 PTA 

野口 豊敬 屏水中学校 PTA 

持地 俊一 屏水中学校 PTA 

九重 真由美 草野小学校 校長 

堺 麻由美 山本小学校 校長 

馬渡 茂人 善導寺小学校 校長 

船津 左枝子 大橋小学校 校長 

西田 智勝 屏水中学校 校長 

平田 敬一 久留米市教育委員会 教育部長 

  ※基本的に、小学校、中学校の順に、学校番号順で記載しています。  
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令和７年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果について 

１ 調査の目的 

  全国的な児童生徒の体力の状況を把握・分析し、学校における児童生徒への体育や健康に関する

指導等の改善に役立てることを目的として毎年実施されています。 

２ 調査対象 

  小学校第５学年・中学校第２学年 

３ 調査内容 

児童生徒に対する実技調査の内容は、次のとおりです。（８種目） 

握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、２０ｍシャトルラン、５０ｍ走、 

立ち幅跳び、ボール投げ（小学生はソフトボール、中学生はハンドボール） 

４ 調査結果の概要 

（１）体力合計点 

   小学校は、男子・女子とも全国平均を下回りました。中学校は、男子が全国平均を上回りまし

たが、女子は全国平均を下回りました。 

（２）全国平均との比較 

   調査内容８種目のうち、小学校男子３種目、小学校女子２種目、中学校男子４種目、中学校女

子は１種目で全国平均を上回りました。 

（３）久留米市における推移 

   調査内容８種目及び体力合計点の合計９項目のうち、令和６年度の久留米市の結果を上回った

のは、小学校男子７項目、小学校女子５項目、中学校男子４項目、中学校女子２項目となりまし

た。 

（４）全体傾向 

 小学校は、男子・女子ともに上昇傾向に転じました。中学校は、男子・女子ともに全国の傾向

と異なり前年度を下回りました。なお、令和４年度に小学校で全国を下回った世代の子どもたち

が対象となった今回の中学校調査では、男子が全国を上回り、女子は全国との差を縮めました。 

５ 今後に向けて 

本調査の分析結果を学校へ周知することにより、上体起こしや長座体前屈など前年度を上回る種

目も見られています。 

引き続き「授業において課題克服の時間を設定するなどの工夫」「休み時間や学校行事で運動の

楽しさを感じる取組」「児童生徒が自己記録の更新を目標とし、自己の能力を最大限に発揮できる

取組の充実」等を図りながら、分析結果の学校への周知とともに、保護者への周知に取り組んでま

いります。

２月定例教育委員会資料 

令和８年２月２７日 

教 育 部 学 校 教 育 課 
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報告４－１ 

 

 

 

 

中学校部活動の地域移行（展開）に向けた取組状況について 

 

１ モデル部活動の選定について 

(1) 合同部活動の状況 

令和６年度より開始した休日における合同部活動の取組は、これまでに５つのモデル部

活動で実施しています。 

 

 

 

✧ 生徒・教員へのアンケート結果（合同部活動の満足度）R8.1月時点 

【生徒】                                     【教員】 

 

 

 

 

 

 

(2) 令和８年度からのモデル部活動の選定 

   これまで団体競技を中心に選定してきましたが、令和８年度からは、個人競技の中でも団

体種目がある競技を選定するものとし、道場等の状況、合同練習の実施状況、会場確保のし

やすさ、今後の地域クラブの整備に向けた課題の整理の観点を考慮して選定しました。 

モデル部活動   柔道・剣道・バドミントン・陸上競技・ソフトテニス 

 

満
足 

・違う学校の人達と一緒にできた。 

・コミュニケーションを通じて、 

他校との仲が深まった。 

不
満 

・練習の強度を上げたかった。 

・人数が多い分動く回数が減った。 

満
足 

・人数が増えて様々な練習ができた。 

・他校の生徒と距離が縮まり、技術を学

ぼうとする意欲が高まった。 

不
満 

・生徒の移動を心配している。 

・顧問が全員参加している。 

２月定例教育委員会資料 

令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 

教 育 部 学 校 教 育 課  

市民文化部体育スポーツ課 

令和６年度～ サッカー・ソフトボール・バレーボール 

令和７年度～ 軟式野球・バスケットボール 

92% 87% 
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２ 今後について 

(1) スケジュール予定

モデル部活動ごとに段階的な合同部活動を実施するとともに、地域クラブ活動の整備を進

め、令和１１年度から全ての部活動で休日の地域クラブ活動へ移行（展開）することを検討

しています。 

(2) 今後の方向性

① 地域クラブの土台づくりとして、令和８年度は、週末（土日）にスポーツをする環境、

機会の創出を目的に、中学生を対象とした総合型地域スポーツクラブ主催のスポーツ教室

実施に向けて準備を行うこととしています。教室の形態は、合同部活動をベースとしたエ

リア・種目の教室をはじめ、部活動に所属していない中学生も参加可能な教室や、複数種

目を実施できる教室等、幅広い形態を想定しています。 

② 庁内の連携を図りながら、地域クラブの認定要件や指導者の確保、保護者負担の在り方

等について、検討を進めてまいります。 
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